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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、公共性概念を基礎として国際社会における「行政」を構造的に分析し、一
般理論を構築することであった。さまざまな国際関心事項を共有し、組織化の度合いを深めている現代国際社会におい
ては、国際公共事務を運営し管理する営み（地球的統治）としての行政の概念を核として、国家や国際組織などによる
国際的な活動を理論的に分析することが必要とされている。本研究では、平等概念には包摂・還元されない財の供給の
問題として公共性の概念を捉え直し、財の公共的な供給・分配の構造を総合的に分析することにより、国際社会におけ
る公共財供給に関わる活動を行政概念に基づいて統一的に把握し、その構造が明らかとされた。

研究成果の概要（英文）：The purpose of the research project was to establish a general theory of administr
ation at the international/global level by exploring its distinctive structure connected with its public n
ature.  The project revealed the normative hierarchical structure in decision making on the provision of p
ublic goods, involving both international and domestic levels, and proposed certain principled constraints
 on it.
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１．研究開始当初の背景 
 現代国際社会におけるさまざまな結びつき
の緊密化と、それによる地球的統治の語に代
表される普遍的な社会管理に対する関心の高
まりから、今日、国際社会における行政概念
の理論化を図ることは喫緊の学問的課題であ
る。 
 分権的な国際社会においてはとりわけ、一
方的な行動に公共的な性格を認めざるをえな
い場合が見られる。このような観点から、研
究代表者はこれまで国際社会における公共性
を理論的・実証的に解明してきた。これを基
礎としてさらに発展させ、国際社会を管理す
る活動を「行政」としてみた場合に、その特
質が最もよく見えるのではないかという仮説
が立てられた。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、公共性概念を基礎として
国際社会における「行政」（administration, 
Verwartung）を構造的に分析し、一般理論を
構築することであった。さまざまな国際関心
事項を共有し、組織化の度合いを深めている
現代国際社会においては、国際公共事務を運
営し管理する営み（地球的統治）としての行
政の概念を核として、国家や国際組織などに
よる国際的な活動を理論的に分析することが
ますます必要とされている。このような学問
的課題に取り組むため、本研究では近年、法
哲学において活発に議論されている公共性概
念を基礎としつつ、その発展的応用を図るこ
ととした。具体的には、分配に関わる正義に
包摂・還元されない財の供給の問題として公
共性の概念を捉え直し、財の公共的な供給・
分配の構造を総合的に分析することにより、
国際社会における公共財供給に関わる活動を
行政概念に基づいて統一的に把握し、その構
造を明らかにすることを目的とした。 
 
３．研究の方法 
 本研究計画の大きな柱は、(1)公共性概念を
基礎とした「行政」概念に関する法哲学・政
治哲学的関心からの原理的考察、および(2)
国際社会において国際公共事務が実際にいか
にして担われているかについての実証的研究
の二つであり、その上に理論的総合・検証作
業を行った。(1)の原理的考察においては、国
内行政法学・行政学の成果にも目を配る必要
があるが、その際、日本法学がヨーロッパ大
陸法と英米法の双方から影響を受けていると
いう特質を活かすこととした。(2)の実証作業
においては地球的行政法や地球的統治などに
関する先行研究の成果を踏まえて、国際公共
事務の所在を明らかにしつつ研究を進めるこ
ととした。 
 研究期間を 3期に分け、第 1期においては
仮説的な理論モデルの構築を主な目標とし、
第 2期はその成果を積極的に発信してフィー
ドバックを得ることとし、第 3期においては
これを糧として精緻化され補強された総合的

理論モデルの公表、さらに英文での成果発表
を行うこととした。 
 
４．研究成果 
 研究計画に従って研究を進め、文献・資料
の収集・検討を行った。成果は、日本法哲学
会 2012 年度年次大会をはじめとする国内外
の学会等において口頭で報告し、また『論究
ジュリスト』7 号掲載の論文をはじめ、日本
語・英語で雑誌論文・共著図書などとして発
表した。本研究の具体的成果は次の 3点に集
約される。(1)グローバルな行政の概念をどの
ように捉えるべきかについてモデルを示した。
(2)グローバルな行政活動の制約原理を具体
的に導いた。(3)グローバルな行政を支える法
秩序像についての展望を示した。 
 
(1)グローバルな行政の概念 
 統治を立法・司法・行政の三権によって捉
えるならば、国内社会との違いがあるとはい
え、今日、地球規模において立法・司法類似
の働きが見られることには大きな異論はない
だろう。多数国間条約などを通じた地球規模
の規範定立の試みがあり、また国際司法裁判
所をはじめとする司法機関・紛争解決機関が
多数設立されている。これに対して、地球規
模の行政が観念しうるか否かについては一致
した見方はない。しかし、地球規模で定立さ
れた規範が実行に移される局面というものも
存在するはずである。この局面に関わる活動
を「行政」として捉えたとき、そこには次の
ような特徴が見られる。 
 まず、行政の目的は公共的決定に基づく公
共事務の遂行にあるが、これは行政が権限行
使を通じた事実の創出・維持と結び付いてい
ることを意味する。さまざまな財やサービス
の提供のためには、権限が定まっているだけ
でなくその行使を通じて事実行為が導かれる
必要がある。つまり、行政は公共的決定によ
って定式化され制度化された公共事務が、事
実の平面において実現される過程として捉え
ることができる。立法やそれに相当する抽象
的な規範定立（これは公共事務を定式化・制
度化する公共的決定のレベルに位置する）と
も異なるし、具体的な権利義務の確定に関わ
る司法とも異なる。これらはいずれも規範の
平面における活動だからである。これは、例
えば武力行使による平和の実現や人権侵害の
防止、あるいは国内的措置を通じた環境汚染
物質の排出防止など、幅広い活動を含みうる。 
 また、行政は公共的決定によって正統性を
与えられている。公共的決定は、一方では社
会が追求すべき実体的価値の選択の上に公共
事務の内容を定め、他方では公共事務の遂行
に必要な制度・組織を決める。正解が措定さ
れうる司法的正義の追求とは異なり、行政の
各段階においては目的実現のための手段の選
択や適用対象の決定の問題が生ずる。公共的
決定により公共事務の必要性が承認されてい
ることから、公共的主体のそうした選択・決



定には、公共的決定の枠内にあるかぎりにお
いて一定の優先性が与えられる。地球規模の
公共的決定の典型は国際社会の一般利益を目
的とする多数国間条約である。国連憲章や国
連海洋法条約、地球温暖化防止条約が挙げら
れる。これらによって体現される公共的決定
はさらに国際組織・機関の決定や議定書など
によって補完され、各国家の判断の下で国内
的な措置がとられる。 
 さらに、行政に対応する法秩序にも特徴が
見られる。端的にいえば、行政活動は公法秩
序を通じてなされる。公法秩序は、法主体の
個別的な意思による個別的な権利義務の設定
を通じた秩序形成がなされる私法秩序と対置
される。法主体の個別的な意思によらず、一
律の普遍的な権利義務が予め措定され、それ
を通じて目的とされる事実状態が実現される。
そこで、公共的主体に対して与えられる権利
は義務を伴う権限であり、その行使は公共的
決定に基づく制約を受ける。 
 地球規模の行政の担い手はさまざまである。
普遍的あるいはそれに準ずる国際組織は、設
立文書により地球規模の公共的な決定の下に
活動が位置づけられ、その目的や組織が設定
される。しかし、国際組織が直接事実平面に
おいて目的を実現することは稀であり（国連
事務総長の周旋など）、多くのは国家の行為
を必要とする。また、多数国間条約による公
共的決定に基づいて、国際組織を介さずに国
家が行政的役割を担うことも少なくない。こ
の他、非政府組織（NGO）なども行政の担い手
となりうる。 
 
(2)グローバルな行政活動の制約原理 
 上記においてすでに一部表れているように、
地球規模の行政活動には一定の制約原理が課
される。まず、行政の根拠は公共的決定を通
じた公共事務の必要性・正統性に対する社会
的承認に置かれており、そこから行政の原理
に基づく一般的制約が課せられる。まず、実
体的制約として、公共的決定によって定式化
された公共事務の枠内で実施されなければな
らない。多数国間条約をはじめとして、地球
規模の公共的決定の多くは必ずしも十分特定
的な公共事務の定式化を行ってはいない。し
たがって、国家や国際組織などの公共的主体
には比較的広い裁量が委ねられることになる。
しかし、そこで与えられている権限はあくま
でも定式化された公共事務を目的とするもの
でなければならず、争いがある場合にはそれ
に基づいた正当化が必要とされる。同時に、
手続的制約として、公共的決定によって設け
られた制度的枠組み、とりわけ権限分配から
逸脱してはならず、権限は適正に行使されな
ければならない。国家間あるいは国際機関間
などの関係は、例えば元となる条約枠組みに
照らして判断される必要があり、権限行使に
よる実効的目的追求にも配慮が要求される。 
 このような国内行政と共通の制約原理とは
別に、地球規模の行政活動には各国国内の民

主主義や法の支配からの制約が課せられる。
国家、とりわけ国家機関の一つとしての行政
機関は、地球規模の公共事務の遂行に幅広く
関わる。他方、行政機関は当然、国内の民主
主義的統制に服し、法の支配の下に置かれな
ければならない。地球規模の公共性には価値
的な訴求力が備わっており、また地球規模の
公共的決定に至る過程では行政機関が主導的
役割を果たすことに鑑みると、地球規模の行
政の一環として行政機関が活動する場合には、
民主主義的統制や法の支配が蔑ろにされるの
ではないかという危惧が生ずる。しかし、地
球規模の公共性を市民に対して主張するので
あれば、民主主義や法の支配を通じた市民の
公共的決定への主体的参加の契機を尊重する
ことが要求される。 
 
(3)グローバルな行政を支える法秩序像 
 行政がもはや一国の枠内でのみ行われるも
のではなく、国境を超えた広がりの中で多様
な主体によって担われるものだとすれば、そ
れを根拠付け規律する法の枠組みも国内法を
超えた多層的な広がりを有する。それをどの
ような構造を持ったものとして捉えるかが、
重要な課題となる。 
 各国の国内法を自己完結性を持ったものと
して捉えることはできないとすれば、地球規
模の法秩序を複数の自己完結的な国内法秩序、
およびそれとは独立の国際法秩序から成るも
のとして理解することは意味をなさない。そ
れに代わる理解として有力なのは、地球規模
の法秩序を共有された上位の価値によって統
合されたものと考える立憲主義的な法秩序像
と、階層関係にはない複数の法秩序が相互に
調整し合う関係にあると考える多元主義的な
法秩序像である。 
 立憲主義的な法秩序像をとる場合には、実
定国際法をはじめとする地球的な規範に体現
された基本的な価値・原理によって各国内法
が統制され、統合が進んでいくものと理解さ
れることになる。しかし、国内の法・政治過
程における民主主義・法の支配の価値に照ら
せば、そのようにして国内法が下位に位置づ
けられ、地球規模の公共的価値実現の下請け
を担うものとされることは、規範的な正当化
が困難である。したがって、多元主義的な法
秩序像が適当であると考えられるが、それが
単なる押し合い圧し合いによる暫定協定とな
らないために、正義理念を基底に据えること
が必要である。 
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